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お客さま 各位 

九 州 労 働 金 庫 

 

 

「緊急事態宣言」解除に伴うローンセンターおよび相談センター業務の平常化について 

 

日頃より、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、九州労働金庫では、新型コロナウイルス感染防止の観点から、ローンセンターおよび相談セン

ターにおいて、臨時休業および短縮営業を実施しておりましたが、この度、九州地区７県すべてで「緊

急事態宣言」が解除されたことを受け、ローンセンターおよび相談センター業務を平常化することとい

たしました。 

 この間の皆さまのご理解に感謝申し上げますとともに、今後とも新型コロナウイルス感染の拡大防止

対策に万全を期してまいります。 

 

以 上 

 
 

 

 

はたらく人と、地域社会と、未来へ、「つながる！」九州ろうきん。 

九州ろうきんは、労働金庫法に基づき設立された勤労者のための福祉金融機関です。 

 

 

 


